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(57)【要約】
低電圧バスシステムの１例が提供されている。この低電
圧バスシステムは、乱雑性を減少させ、カスタム化を促
進し、効率的にワークスペースを利用させるように低電
圧ＤＣ電力をオフィースワークスペースに配分する。低
電圧ＤＣ電力をオフィースワークスペース全体、特にオ
フィース調度品に配分するため、低電圧バスシステムは
、その端部にコネクタを有した電気バスを介して低電圧
ＤＣ電力をオフィースワークスペースに配分する。



(2) JP 2016-506218 A 2016.2.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
電力供給バスシステムであって、
　低電圧ＤＣ出力を提供する電力源と、
　少なくとも１つの導電性のコンダクティブバスと、
　該少なくとも１つのコンダクティブバスに電気的に接続されている少なくとも１つの器
具と、
　前記電力源の出力に接続する少なくとも１本のワイヤーと、
　該電力源と前記少なくとも１つのコンダクティブバスとの間に配置されており、センサ
ーから信号を受領し、起動した時に、前記少なくとも１つのコンダクティブバスを作動さ
せるスイッチと、
を含んでいることを特徴とする電力供給バスシステム。
 
【請求項２】
前記スイッチは複数のバスに電力を供給するワイヤースプリッター内に設置されている、
請求項１記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項３】
前記センサーは前記スイッチと無線で通信する、請求項１記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項４】
前記電力源はオフィス家具部分の金属フレームに直接的に取り付けられ、該電力源からの
熱を放熱させる、請求項１記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項５】
前記電力源はオフィス家具部分の窪部内に収容され、該オフィス家具部分はダクトを有し
ており、前記電力源を通して空気を対流させる、請求項１記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項６】
前記スイッチはコネクタ内に設置されており、前記ワイヤーから前記少なくとも１つのコ
ンダクティブバスに直接的に電力を供給する、請求項１記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項７】
前記センサーも前記コネクタ内に設置されている、請求項６記載の電力供給バスシステム
。
 
【請求項８】
電力供給バスシステムであって、
　低電圧ＤＣ出力を提供する電力源と、
　少なくとも１つの導電性のコンダクティブバスと、
　該少なくとも１つのコンダクティブバスに電気的に接続されている少なくとも１つの器
具と、
　前記電力源の出力に接続する少なくとも１本のワイヤーと、
　該電力源と電力制限要素を含んだバスとの間に設置され、過電圧または過電流の少なく
とも一方を防止する機器と、
を含んでいることを特徴とする電力供給バスシステム。
 
【請求項９】
前記機器はコネクタであり、前記少なくとも１つのコンダクティブバスに電力を直接的に
供給する、請求項８記載の電力供給バスシステム。
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【請求項１０】
前記コネクタは前記少なくとも１つのコンダクティブバスのために機械的支持を提供する
、請求項９記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項１１】
電力供給バスシステムであって、
　低電圧ＤＣ出力を提供する電力源と、
　少なくとも１つの導電性のコンダクティブバスと、
　該少なくとも１つのコンダクティブバスに電気的に接続されている少なくとも１つの器
具と、
を含んでおり、前記少なくとも１つの器具は、１回の動作で、前記少なくとも１つのコン
ダクティブバスに電気的に取り付け可能で、本電力供給バスシステムあるいは本電力供給
バスシステムの支持構造部に機械的に取り付け可能であることを特徴とする電力供給バス
システム。
 
【請求項１２】
前記少なくとも１つの器具は重力によって固定される、請求項１１記載の電力供給バスシ
ステム。
 
【請求項１３】
前記少なくとも１つの器具は弾性的に変形するラッチによって固定される、請求項１１記
載の電力供給バスシステム。
 
【請求項１４】
前記少なくとも１つの器具は磁力によって固定される、請求項１１記載の電力供給バスシ
ステム。
 
【請求項１５】
前記少なくとも１つのコンダクティブバスは鉄製である、請求項１４記載の電力供給バス
システム。
 
【請求項１６】
前記少なくとも１つのコンダクティブバスは、標準のオフィス家具部分のエッジに取り付
けられているバンディング内に組み入れられている、請求項１１記載の電力供給バスシス
テム。
 
【請求項１７】
同一の極性の少なくとも２つのコンダクティブバスは、細長い薄板状の装置の２つの別々
の水平スロット内に設置されており、器具のために複数の垂直方向の位置決め装置を提供
する、請求項１１記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項１８】
前記少なくとも１つのコンダクティブバスはデスク面に組み入れられている、請求項１１
記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項１９】
前記少なくとも１つのコンダクティブバスはデスク面に位置する機械的レールシステム内
に組み入れられている、請求項１１記載の電力供給バスシステム。
 



(4) JP 2016-506218 A 2016.2.25

10

20

30

40

50

【請求項２０】
前記器具は、前記少なくとも１つのコンダクティブバスの長さ方向の複数の位置で、該少
なくとも１つのコンダクティブバスに取り付けが可能である、請求項１１記載の電力供給
バスシステム。
 
【請求項２１】
少なくとも１つの器具は非接触式の充電ステーションである、請求項１１記載の電力供給
バスシステム。
 
【請求項２２】
少なくとも１つの器具は光源である、請求項１１記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項２３】
コンダクティブバスシステムは一連の平行バスを含んでいる、請求項１１記載の電力供給
バスシステム。
 
【請求項２４】
前記一連の平行バスは垂直に取り付けられた細長い薄板状の装置内で水平に配置されてい
る、請求項２３記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項２５】
前記少なくとも１つのコンダクティブバスと、反対の極性である追加のコンダクティブバ
スが、垂直に取り付けられた細長い薄板状の装置の隣接スロットに固定されている、請求
項２４記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項２６】
前記垂直に取り付けられた細長い薄板状の装置の隣接スロットは、適正な極性を確実に提
供するために異なるスロット幅を有している、請求項２５記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項２７】
前記少なくとも１つのコンダクティブバスと、前記追加のコンダクティブバスが、前記垂
直に取り付けられた細長い薄板状の装置の同一の水平スロット内に位置しており、適正な
極性を確実に提供する、請求項２４記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項２８】
コンダクティブバスシステムのバスはデスクトップ面に沿って水平に設置されている、請
求項２３記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項２９】
前記デスクトップ面は異なる高さに設定可能であり、前記バスはそれと共に移動する、請
求項２８記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項３０】
電力供給バスシステムであって、
　低電圧ＤＣ出力を提供する電力源と、
　少なくとも１つの導電性のコンダクティブバスと、
　該少なくとも１つのコンダクティブバスに電気的に接続されている少なくとも１つの器
具と、
　前記電力源の前記ＤＣ出力に電圧を加えるため、前記電力源内に配置されたセンサーか
ら信号を受領する前記電力源内に共に配置されたスイッチと、



(5) JP 2016-506218 A 2016.2.25

10

20

30

40

50

を含んでいることを特徴とする電力供給バスシステム。
 
【請求項３１】
前記電力源は、前記センサーからの信号に基づき、第１電源使用状態と第２電源使用状態
との間で、切り替えることを特徴とする請求項３０記載の電力供給バスシステム。
 
【請求項３２】
電力供給バスシステムであって、
　低電圧ＤＣ出力を提供する電力源と、
　少なくとも１つの導電性のコンダクティブバスと、
　該少なくとも１つのコンダクティブバスに電気的に接続されている少なくとも１つの器
具と、
を含んでおり、前記電力源は、短時間の電力停止時に、取り付けられた器具の継続的な使
用を可能にするために、低電圧バッテリーも充電することを特徴とする電力供給バスシス
テム。
 
【請求項３３】
照明器具であって、
　表面上に位置する基部と、
　該基部の近辺に存在し、前記表面から離れる方向に光線を方向付ける光源と、
　該光源に隣接したエッジを有しており、該光源から離れる方向に光線を伝達する略透明
な光ガイドと、
　前記表面に向けて光線を方向付ける光学手段と、
を含んでいることを特徴とする照明器具。
 
【請求項３４】
前記光源は発光ダイオード（ＬＥＤ）である、請求項３３記載の照明器具。
 
【請求項３５】
前記光ガイドは矩形断面を有している、請求項３３記載の照明器具。
 
【請求項３６】
前記光学手段は、前記光ガイドからの光線を受領し、それを前記表面に向けて方向付ける
ように成形された反射器である、請求項３３記載の照明器具。
 
【請求項３７】
前記光源の反対側の前記光ガイドの一の端部は、該光ガイドの他の端部から略９０°曲げ
られており、一体的に形成されたプリズム状反射要素を含んでおり、光線を前記表面に向
けて前記光ガイドの側部から外側に方向付ける、請求項３３記載の照明器具。
 
【請求項３８】
矩形断面を有した前記光ガイドはプライバシースクリーンである、請求項３５記載の照明
器具。
 
【請求項３９】
矩形断面を有した光ガイドのサイドパネルは、アクセント照明またはホワイトボード照明
の少なくとも一方として使用するために、前記光源の光線からの少量の光線を放射する、
請求項３５記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本願は、２０１２年１１月１３日出願の米国仮特許願６１／７２５７９５「低電圧バス
システム」の優先権と、２０１３年２月２５日出願の米国仮特許願６１／７６８９０６「
低電圧バスシステム」の優先権と、２０１２年１０月３日出願の米国仮特許願６１／７４
４７７９「低電圧バスシステム」の優先権とを主張する非仮特許出願であり、それらの内
容を全面的に本願に引用する。
【０００２】
本開示内容は概して低電圧バスシステムに関し、さらに特定すれば、例えば、オフィース
調度品（事務用家具を含む）への電気接続を提供する低電圧バスシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　米国の発電所は、ほぼ独占的に高電圧交流電流（ＡＣ）を介して、住居用、商業用およ
び産業用の電力を供給する。しかし、そのような住居、商業施設および工場で見られる益
々増加する機器は、低電圧直流電流（ＤＣ）の電力で運用される。例えば、充電可能なバ
ッテリー（電池）を利用するほぼ全ての製品、例えば、ラップトップ、携帯電話、スマー
トフォン、等々は、機器の電力管理及び／又は充電のために低電圧ＤＣを必要とする。よ
って、低電圧ＤＣを利用する機器は一般的に、汎用電気コンセントからのＡＣ電圧をその
ような機器に電力供給するのに必要なＤＣ電圧に変換する変圧“ブリック”を必要とする
。
【０００４】
　しかし、これら変圧“ブリック”は空間を効率的に活用せず、しばしばＡＣ電圧をＤＣ
電圧に効率よく変換しない。すなわち、大抵の場合に電圧変換の過程で電気の無駄が発生
する。無駄になる電気のコストは個々の機器では小さいであろうが、住居、オフィースワ
ークスペース（仕事現場）、工場、等々の全体で考えれば非常に大きいものとなる。しか
しながら今日においては、ＬＥＤ照明およびモニターを含んだ現在のＤＣ負荷に関しては
、効率的なエネルギー変換によって、現代のオフィースはせいぜい１００ワット程度の小
電力で賄える。また、オフィースのための無停電電源（ＵＳＰ）は、内部バッテリーに蓄
電されたＤＣ電力を転換させることで、それらに結合されたＡＣ負荷にバックアップを提
供する。ＤＣ蓄電装置としてのバッテリーおよび主としてＤＣである負荷により、バッテ
リーを備えたＤＣ活用電力配送バスシステムは単純形態であり、効率が向上しており、そ
の結果、“二重変換”を回避することで同じ容量のバッテリーがさらに長期にわたってバ
ックアップ電力を提供できる。さらに、エネルギーの効率的な利用のトレンドが高まるに
連れ、ビル（建物）等が、太陽電池パネル、風力発電機、等々の代替電力源からＡＣ電圧
の代わりにＤＣ電圧を直接的に受領することが可能になっている。このような場合、変圧
ブリックを活用するには、これらＤＣ電力源はまずＡＣへ変換され、その後に低電圧ＤＣ
に変換して戻されることが必要になろう。このようなことは、現行状態よりもさらに非効
率な“二重変換”の別形態である。いずれにしろ、効率的なエネルギー利用およびワーク
スペースの効率化を促進させる形態で低電圧のＤＣ電力をオフィースワークスペースに導
入する明確な必要性が存在する。
【０００５】
　さらに、上述したように、商業ビル内ではエネルギーの効率利用がトレンドになってい
る。例えば、オフィース、販売店または他の商業施設の総エネルギー消費量のそれぞれ約
２０％から３０％と、２０％から２５％であるプラグロードと照明の両方からのエネルギ
ー消費量を減少させる要求が存在する。これらビル内のエネルギー消費量を減少させるト
レンドは、エネルギー使用規則等によって促進されている。例えば、エネルギー使用規則
には、ワークスペースに使用者が不在であるときにプラグロードおよび照明への電力供給
の遮断を求めるものが存在する。
【０００６】
　このようなオフィースの規則に従うため、従来の１２０Ｖ交流電流コンセントに差し込
まれる新型電源コード（ＡＰＳ）が、制御方法（例：時間制または利用者検出）に基づい
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てデスクトップ（卓上）設備への電力をカットできることは知られている。しかしＡＰＳ
機能は限定されている。大抵のＡＰＳは、固定された少数のプラグロードに対処できるだ
けであり、多くの場合には、変圧“ブリック”は隣接するソケットにフィットせず、オフ
ィースワークスペースの散乱状態に拍車をかける。加えてＡＰＳは、不便な場所に設置さ
れていることがあり、煩わしい電源カットによって、しばしばオフィース利用者に無視さ
れ、エネルギー節約の効果は限定的である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＡＰＳの代替として、商業ビル環境における電気節約のためにビル管理システム（ＢＭ
Ｓ）の利用が増加している。ＢＭＳは、例えば頭上照明を含んだビルのエネルギー使用イ
ンフラの多様な形態を制御できる。しかしＢＭＳは新規建造物および現存ビルの両方で利
用するには複雑で高価である。よって、オフィースワークスペース環境のごとき、さらに
ローカルなレベルで、プラグロードを減らすため、低コストで、エネルギー利用を大きく
低減させるシステムの明確な需要が存在する。
【０００８】
　加えて、労働力がさらに機動的およびフレキシブルになると、オフィースワークスペー
スは従業員個人中心のワークスペースから共有オフィースワークスペース環境に変貌する
。例えば、オフィースワークスペースは午前中には外販員によって占有され、続いて午後
には現場技術者によって占有され、よって、それぞれの利用者の異なる需要に合わせた素
早くて容易な調整が必要である。このような異なる需要は、例えば、それぞれの利用者の
利き腕、身長、個人的嗜好、肉体的制限および仕事内容によって異なる。従って機械的に
調節可能なオフィース調度品の需要が高まる傾向にある。
【０００９】
　機械的に調節可能なオフィース調度品の需要の増加は、さらに小型であるオフィースの
需要のトレンドによっても推進されている。コストを削減し、及び／又は仕事仲間との協
調を促進するため、会社は益々小型のオフィースワークスペースにするように努めている
ため、典型的なオフィースワークスペースは小型化している。これら小型オフィースワー
クスペースは、仕事に利用できる面積がその分だけ狭くなっている。機械的に調節可能な
棚システムは、追加の仕事面積を利用者による使用のために開放すべく、様々な機器、例
えば、電話、モニター、コンピュータ、等々を仕事面から持ち上げて空間を生み出すよう
に利用されている。現在利用が可能である機械的に調節可能な棚システムの１つの欠点は
、それが機器の電気的な必要性に対処しておらず、電力コードを互いに絡ませていること
である。これは外見が見苦しく、既に小さなオフィースワークスペースを乱雑化すること
になる。低電圧ＤＣは重大な感電リスクを伴わないため、オフィースワークスペースでの
その利用はそれら機器に容易にアクセスできる電力を提供する。よって、低電圧ＤＣ電力
をオフィースワークスペースに効率的に持ち込むことによって達成できる改良された機械
的に調節が可能なオフィース調度品の明確な需要が存在する。
【００１０】
　エネルギー効率が高いワークスペースの達成を助けるため、前述したように、オフィー
スの電気料金に占める割合が相対的に高いという理由で、照明は低減の標的となっている
。利用者の存在の検知技術の進歩およびＬＥＤ技術の進歩はこのエネルギー使用の低減を
助けるが、これら照明器具は、照明器具への電力の取り入れ口および光線の出力を必要と
する場所に関わる諸問題を抱える。さらに、ＬＥＤ技術は照明に新たな挑戦をもたらす。
すなわち、長寿命を達成するためにはＬＥＤチップ自身が冷却されている必要がある。今
日の自立型照明器具は大抵の場合に平坦面上に置かれる基部を有しており、電力はその基
部を通して取り込まれ、器具の頸部を通ってソケットと電灯内に入り、電力が光に変換さ
れて仕事面を照らす。全ての照明器具において、このメカニズムは電気システムが器具全
体を通過することを必要とする。ＬＥＤ照明においては、器具の上部でヒートシンク（通
常は大きな金属塊）を必要とする。このことは照明器具の上部を重くするが、横転を防止
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するために照明器具の基部にその塊体を活用することはまずない。透明パネルのエッジ電
照を利用するＬＥＤ照明はそれらの要求の一部に応えるが、ＬＥＤ源から放射される光線
の方向から主に９０°の方向に大部分を放射し、光線の大部分を照明が必要な仕事面には
方向付けず、ワークスペースで仕事する人物の顔に向けて照射する。その結果、基部の近
くに光供給源を有するが、光出力の大部分を基部が置かれる表面の方向に向けることがで
きる照明器具に対する明確な需要が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この概要は、以下の詳細な説明においてさらに詳細に説明されている単純化された形態
の本発明概念を紹介するように提供されている。この概要は本発明の重要または本質的な
本発明の特徴を特定することを意図するものではなく、本発明の範囲を限定することを意
図するものでもない。
【００１２】
　本発明は、オフィースワークスペースの乱雑度を低減し、ワークスペースのカスタム化
および効率化を促進することができるように、オフィースワークスペース内にＤＣ電力ま
たは他の信号を分配する際の問題の少なくとも一部に対処する。１実施形態においては、
本発明のシステムは、電力、その他の信号、等々を、照明器具、扇風機、電気コンセント
、カップ加温器、等々のオフィース調度品および他の機器全体に分配するように、そこに
取り付けられたコネクタを有したバスを介して、電力、例えば低電圧ＤＣ電力または通信
信号をオフィースワークスペース内に分配することができる。
【００１３】
　１例では、電気バスのごときコンダクティブ（導電）バスがオフィス家具部分（構成要
素）に取り付けられ、適したコネクタを介して電源、及び／又は別なバスに接続される。
１例では、そのコネクタはオフィス家具部分のパネルスロットに取り付けられ、あるいは
オフィス家具部分に取り付けられた電気バスに直接的に取り付けられる。オフィス家具部
分がパネルスロットを有するときには、コネクタは、不断で連続的に配置されている電気
バスを創出するためにパネルスロットによって発生した回路ギャップを架橋する。コネク
タを介して接続されているとき、オフィス家具部分に取り付けられたコンダクティブバス
は時に共線状である。コンダクティブバスが、例えば、キュービクルウォール（パーティ
ションパネル、等々）、デスクトップ、デスクエッジ、デスクレッグ、キャビネット、フ
ァイルキャビネット、戸棚、本棚、またはそれら、あるいはその他の調度品要素の個別ま
たは組み合わせを含んだ多数の異なるタイプのオフィス家具部分に取り付けられることが
さらに想定されている。コンダクティブバスは数多くの方法でオフィス家具部分に取り付
け可能であり、例えば、接着剤、フック・ループ式固定具、磁石、ネジ、オフィス家具部
分自体への一体化、その他の手段によって取り付けが可能である。同様に、コンダクティ
ブバスに取り付けられる機器はいくつかの方法、例えば、機器およびコンダクティブバス
内で磁石を使用して、機器とコンダクティブバスの間に結合状態が形成できる。これらの
例においては、機器は１回の動作でコンダクティブバスに電気的および機械的に固定でき
る。
【００１４】
　別例では、プッシュイン（押込み型）端子を有したコネクタが、コンダクティブバスに
電力を供給する２本のワイヤー（通電線）を受領する。このような場合にも、コネクタは
パネルスロットに取り付けられ、パネルスロット自身は、そこに取り付けられたバスを有
したオフィス家具部分に固定される。あるいは、相互接続端子を上記のプッシュイン端子
の代用とすることも想定されている。さらに別例では、コネクタは利用状態にされたとき
に電気バスを非通電状態にするセンサーを含むことができる。
【００１５】
　別例では、コンダクティブバスシステムはオフィース調度品の電力供給部（要素）を組
み入れ、オフィース環境で通常に使用される変圧“ブリック”と置換される。別例では、
コンダクティブバスシステムは、エネルギー需要に応じて電気バスへの電力の供給または
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供給停止のためのスイッチ操作、増加、減少及び／又はその他の形態の制御を行うための
フィードバックを提供するセンサーを組み入れている。スイッチ及び／又はセンサーは様
々な場所に設置できる。例えば、場合によっては、スイッチは電力供給部と１以上のコン
ダクティブバスとの間に配置される。他の例では、電力供給部はスイッチを含むことがで
きる。さらに、センサーは、例えば、スイッチ及び／又は電力供給部のごとき複数の機器
と有線または無線で通信できる。
【００１６】
　当該分野の通常レベル技術者であれば、コンダクティブバスシステムの他の物理的形態
であっても本発明の範囲に属することを理解しよう。例えば、コンダクティブバスは、特
定の低電圧バスシステムの機能的および美的需要を満たす任意の特定断面形状を有するよ
うにも加工できる。別例として、電気バス等のコンダクティブバスは、垂直に取り付けら
れたスロットシステムに、またはコンダクティブバスシステムに取り付けられるように、
器具のための複数の垂直配置オプションを許容する水平スロット壁システムに、あるいは
デスクトップ面に沿って設置されている水平取り付けシステムに取り付けが可能である。
電気バスシステムは、１本以上のワイヤーまたはケーブルを保護及び／又は遮蔽するワイ
ヤー軌道として機能する非コンダクティブ（非導電）キャリアに取り付けることもできる
。
【００１７】
　当該分野の通常レベル技術者であれば、本発明が、ここで詳細に説明する電力バスシス
テムに加えて、あるいはそれに成り代わって、他のタイプのコンダクティブバスシステム
、例えば、通信、ネットワーキング、ＰＳＴＮ、ＶＯＩＰ、インターネット、イーサネッ
ト（登録商標）、電話、シリアル、ＵＳＢ、等々にも同様に適用できることも理解しよう
。
【００１８】
　電気的に導電性のバスに関して、多種多様な機器が本発明のバスと共に使用できる。い
くつかの例では、これら機器にはコンダクティブバスに電気的および機械的に結合できる
エッジ電照型照明装置が含まれる。これらエッジ電照型照明装置には一般的に、基部近く
に提供される発光ダイオード（ＬＥＤ）のごとき光源、光ガイド、および光線を対象面あ
るいは他の物体に配分するための光学手段等が含まれる。特に１例では、光ガイドの側部
ではなく、光ガイドの端部からの光線を配分できるように、光学手段は光ガイド上に配置
できる。その例としてのエッジ電照型照明器具には、例えば、床照明具、デスクトップ照
明具、ホワイトボード、および個人用スクリーン、等々が含まれる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】１実施例によるコネクタと、パネルスロットを有する１実施例による調度品要素
を図示する。
【図２】図１のパネルスロットの断面図であり、図１のコネクタがいかにパネルスロット
に取り付けられるかを図示する。
【図３】キュービクルウォールオフィス家具部分の垂直取り付けスロット内に組み入れら
れた部分的に露出した線状電気バスシステムの１実施例を図示する。
【図４】部分的に露出した線状電気バスに取り付けられた１実施例による照明器具を備え
たキュービクルウォールオフィス家具部分の上縁に取り付けられた部分的に露出した線状
電気バスの１実施例を図示する。
【図５】オフィス家具部分に取り付けられたコンダクティブバスを接続するために、図１
のコネクタがパネルスロットに取り付けられている状態のコンダクティブバスシステムを
図示する。
【図６】オフィス家具部分に取り付けられたコンダクティブバスを電力供給部に接続する
プッシュイン端子を有した１実施例のコネクタを図示する。
【図７】スプリッタがバスへの電力供給の制御に使用されている１実施例のコンダクティ
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ブバスシステムの回路図の１実施例を図示する。
【図８】コネクタがバスへの電力供給の制御に使用されるスイッチとセンサーを含んでい
る１実施例のコンダクティブバスシステムの回路図の１実施例を図示する。
【図９】オフィス家具部分に取り付けられたコンダクティブバスを電力源に接続する相互
接続端子を有する別実施例のコネクタを図示する。
【図１０】垂直に取り付けられたスロットシステム内に組み入れられた別実施例のコンダ
クティブバスシステムを図示する。
【図１１】デスクトップ面に沿って配置されたコンダクティブバスシステムの水平取り付
け形態の１実施例を図示する。
【図１２】ワイヤー経路として機能する非コンダクティブキャリア内に組み入れられたコ
ンダクティブバス取り付け形態の１実施例を図示する。
【図１３】接着剤の手段によってデスク型オフィス家具部分の下側に取り付けられたコン
ダクティブバスの１実施例を図示する。
【図１４】磁石の手段によってキャビネット型オフィス家具部分の下側に取り付けられた
コンダクティブバスの１実施例を図示する。
【図１５】デスクトップエッジバンディングの手段によってデスク型オフィス家具部分の
エッジ内に組み入れられたコンダクティブバスの１実施例を図示する。
【図１６】デスク型オフィス家具部分の下側に取り付けられたコンダクティブバスの１実
施例を図示する。
【図１７】キャビネット型オフィス家具部分の下側に取り付けられたコンダクティブバス
の１実施例を図示する。
【図１８】帰線（接地）回路が、デスク型オフィス家具部分の導電部分であるデスク型オ
フィス家具部分に組み入れられた単体のコンダクティブバスの１実施例を図示する。
【図１９】電気バスと集積型通信バスとで成るコンダクティブバスシステムの１実施例を
図示する。
【図２０】加工された断面形状を有し、電気バスと、その上に形成された集積型通信バス
とを有したコンダクティブバスの１実施例を図示する。
【図２１】機器または器具との結合を形成するのに使用される磁石材用を備えたコンダク
ティブバスの断面の様々な実施例を図示する。
【図２２】本発明の実施例のバスシステムと共に使用されるオフィース調度品用電力供給
部の１実施例を図示する。
【図２３】少なくとも１つのコネクタが過電流及び／又は過電圧に対する保護のためのセ
ンサーまたはセンサースイッチおよび機構を含んだコンダクティブバスシステムの１実施
例を図示する。
【図２４】それぞれが図２２の実施例の電力供給部を組み入れており、ゲートウェイを介
して１実施例のビル管理システムと通信する一連のオフィーススペース環境を図示する。
【図２５】図２２の実施例のオフィース調度品電力供給部を組み入れた１実施例のオフィ
ーススペース環境を図示する。
【図２６Ａ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる機器の実施例を図
示する。
【図２６Ｂ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる機器の実施例を図
示する。
【図２６Ｃ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる機器の実施例を図
示する。
【図２７Ａ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる別実施例の機器を
図示する。
【図２７Ｂ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる別実施例の機器を
図示する。
【図２７Ｃ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる別実施例の機器を
図示する。



(11) JP 2016-506218 A 2016.2.25

10

20

30

40

50

【図２８Ａ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できるさらに別の実施例
の機器を図示する。
【図２８Ｂ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できるさらに別の実施例
の機器を図示する。
【図２８Ｃ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できるさらに別の実施例
の機器を図示する。
【図２８Ｄ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できるさらに別の実施例
の機器を図示する。
【図２９Ａ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる１実施例の機器を
図示する。
【図２９Ｂ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる１実施例の機器を
図示する。
【図２９Ｃ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる１実施例の機器を
図示する。
【図３０Ａ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる別実施例の機器を
図示する。
【図３０Ｂ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる別実施例の機器を
図示する。
【図３０Ｃ】本発明の実施例のバスに電気的および機械的に結合できる別実施例の機器を
図示する。
【図３１Ａ】例えば、ホワイトボード、プライバシースクリーン、および光源として使用
できる１実施例の機器を図示する。
【図３１Ｂ】例えば、ホワイトボード、プライバシースクリーン、および光源として使用
できる１実施例の機器を図示する。
【図３２Ａ】１実施例による照明器具が、磁石を使用してコンダクティブバスに１回の動
作で機械的および電気的に取り付け可能な１実施例を図示する。
【図３２Ｂ】１実施例による照明器具が、磁石を使用してコンダクティブバスに１回の動
作で機械的および電気的に取り付け可能な１実施例を図示する。
【図３２Ｃ】１実施例による照明器具が、磁石を使用してコンダクティブバスに１回の動
作で機械的および電気的に取り付け可能な１実施例を図示する。
【図３３Ａ】１実施例による照明器具が、磁石を使用してコンダクティブバスに１回の動
作で機械的および電気的に取り付け可能な別実施例を図示する。
【図３３Ｂ】１実施例による照明器具が、磁石を使用してコンダクティブバスに１回の動
作で機械的および電気的に取り付け可能な別実施例を図示する。
【図３３Ｃ】１実施例による照明器具が、磁石を使用してコンダクティブバスに１回の動
作で機械的および電気的に取り付け可能な別実施例を図示する。
【図３４】オフィス家具部分の窪部内に電力源を収容する１実施例によるオフィーススペ
ース環境を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　実施例の方法および装置の以下の説明には、詳細に説明されている本発明の形態に本発
明の範囲を限定させる意図はない。それどころか、以下の説明は、他の形態が本発明の教
示に従うように記述されることを意図している。
【００２１】
　様々なオフィス家具部分に組み込まれ、及び／又は取り付けられるコンダクティブバス
システム（コンダクティブバス装置）は様々な信号を遠方に伝送する。例えば、１実施例
では、電気バスは低電圧ＤＣ電力を、散乱状態を緩和し、カスタム化を可能にし、効率的
なワークスペースの利用を促進させる形態でオフィースワークスペースに導入させる。不
動な電気コンセントまたは遠方機器から“ワイヤーやケーブルを敷設する”必要なく、オ
フィースワークスペースは個別に簡素化させることができ、散乱を減らし、オフィースワ



(12) JP 2016-506218 A 2016.2.25

10

20

30

40

50

ークスペースの効率的な利用を促進する。当該技術の通常レベル技術者であれば、説明さ
れているコンダクティブバス及び／又は電気バスが、電力、通信、等々を含んだ任意の適
した信号を導入するために、任意の適した導電性の帯体、棒体、線体、等々でも構わない
ことを理解しよう。換言すれば、説明されているコンダクティブバスは特定の導電媒体に
は限定されない。
【００２２】
　例えば、図１は取り付けられた２つの導電体１０２を有した１実施例のコネクタ１００
を図示する。この実施例のコネクタ１００は、その上にコネクタ１００が取り付けられる
ように設計されているコンダクティブバスシステムのタイプによって変えられる、多数の
、または少数の導電体を有した任意の好適な取り付け可能及び／又は取り外し可能なもの
でよい。同様に、コネクタ１００は、様々な代替的コンダクティブバスシステム形態で機
能するように設計されている代替的幾何形状を有することができる。実施形態によっては
、コネクタ１００はコンダクティブバスシステムに電気的に結合するように設計されてい
る１以上の物理的部材を有する。例えば、実施例によっては、コネクタ１００は電力を供
給するために機器（例：照明器具）にまで延びているワイヤーリード線を含むことができ
る。以下で説明するように、機器と電気バスとの間にワイヤー接続を提供するために、コ
ネクタが垂直取り付けスロットと相互結合されると、コネクタ上に配置された１以上の端
子が、露出した、あるいは部分的に露出した線状電気バスに接触できる。例えば、機器は
照明器具、扇風機、通常の１２０Ｖの電気コンセント、カップ加温器、モニター、無線セ
ンサー、等々でよい。当該技術分野の通常レベル技術者であれば、この機器は、本発明の
精神の範囲内で、ここに開示されていない別機器を含むことができることは理解しよう。
【００２３】
　図１は、パネルスロット１０６を組み込んだキュービクルウォールオフィス家具部分１
０４の１実施例を図示する。キュービクルウォール以外のオフィス家具部分もパネルスロ
ット１０６のごときパネルスロットを組み込むことができる。この実施例のコネクタ１０
０は、実施例のパネルスロット１０６の断面を図示する図２で示すようにパネルスロット
１０６に取り付けることができる。この実施例では、コネクタ１００は、コネクタ１００
をその場に保持するためにパネルスロット１０６の１以上の対応する突出部２０２と係合
するフック２００のごとき１以上の取り付け具を有する。
【００２４】
　当該分野の通常レベル技術者であれば、代替的フック２００及び／又は突出部２０２の
構造体を使用して、または、例えば、ボルト、ネジ、接着剤、磁石、フック・ループ式固
定具、ハンダ、等々を含んだ全く異なる物理的取り付けシステムを利用して、コネクタ１
００をパネルスロット１０６に取り付けられることは理解しよう。例えば、少々異なる構
造体が図３に示されており、いくつかの垂直取り付けスロット２３２を含んだ１実施例の
オフィス家具部分２３０が図示されている。部分的に露出された線状電気バス２３４が垂
直取り付けスロット２３２の内側部分２３６内に垂直に取り込まれており、コネクタ（図
示せず）に、部分的に露出した線状電気バス２３４へのアクセスを与えている。
【００２５】
　図３の部分的に露出した線状電気バス２３４は、垂直取り付けスロット２３２の内側部
分２３６内には組み入れられていない図４で示す追加の電気バス２６０に導電できる。追
加の電気バス２６０はオフィス家具部分２３０のどこにでも配置できる。実施例によって
は、器具２６２のごとき機器は追加の電気バス２６０に直接的に取り付けられるように一
体的に形成されている負荷コネクタを含むことができる。器具２６２は電気バス２３４と
追加の電気バス２６０に沿った任意の場所に移動が可能であるため、器具２６２はオフィ
ースワークプレースのカスタム化を可能にし、効率的なワークプレースの利用を促進する
。
【００２６】
　図５では、１実施例によるコンダクティブバスシステム３００が図示されており、図１
と図２の実施例のキュービクルウォールオフィス家具部分１０４はパネルスロット１０６
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を組み入れている。この実施例では、コンダクティブバス（conductive buss）３０２は
キュービクルウォールオフィス家具部分１０４に取り付けられている。この実施例では、
コネクタ１００がパネルスロット１０６に取り付けられると、コネクタ１００の導電体１
０２は、導電体１０２上のバネによって提供される弾性力によってコンダクティブバス３
０２と接触するバネ荷重導電体である。このように、コネクタ１００は、非導電性のパネ
ルスロット１０６によって創出されるコンダクティブバス３０２間の間隙を架橋し、キュ
ービクルウォールオフィス家具部分１０４に取り付けられたコンダクティブバス３０２間
に無断絶状態の回路を提供する。コネクタ１００がパネルスロット１０６に取り付けられ
ているときに導電体１０２がコンダクティブバス３０２に接触している限り、コネクタ１
００がバネ荷重されていない導電体１０２を有することができることは理解されよう。さ
らに、オフィス家具部分の形態によっては、コネクタ１００は、パネルスロット１０６で
はなくコンダクティブバス３０２に直接的に取り付けられる。コネクタ１００はコンダク
ティブバス３０２のための機械的支持を提供できる。すなわち、コネクタ１００は、オフ
ィス家具部分１０４に対してコンダクティブバス３０２をその場に保持するのを助けるこ
とができる。
【００２７】
　さらに、実施例によっては、非導電キャリア３０４はコンダクティブバス３０２を包囲
できる。その非導電キャリア３０４は、対応する一連の機械的アンダーカット部、例えば
、無線充電ステーションを組み入れる機器に、コンダクティブバス３０２上に直接的に“
スナップ留め”または“ポップ留め”させ、機器とコンダクティブバス３０２との間に機
械的および導電的接続を提供させる一連の機械的なアンダーカット部を有することができ
る。
【００２８】
　図５の実施例では、コンダクティブバス３０２は共線状であるが、当該分野の通常レベ
ル技術者であれば、コンダクティブバス３０２は垂直、または他の代替的な形態でよく、
コネクタ１００は代替的な幾何形状を有し、非共線状コンダクティブバス３０２を収容す
ることができる。当該分野の通常レベル技術者であれば、コネクタ１００は所望に応じて
３以上のコンダクティブバスを接続できるような幾何形状を有することができることを理
解しよう。さらに、コンダクティブバス３０２は、キュービクルウォール以外の、例えば
、デスクトップ、デスクエッジ、デスクレッグ、キャビネット、ファイルキャビネット、
食器棚、本棚及び／又はその他の適した個別あるいはそれらの組み合わせ、または他のオ
フィス家具部分を含んだオフィス家具部分１０４に組み込まれ、あるいは取り付けること
ができる。同様に本発明は、コンダクティブバス３０２が、磁石、ボルト、ネジ、接着剤
、フック・ループ式固定具、等々を介して、それらオフィス家具部分１０４の任意の要素
に組み入れられるか、取り付けられることを想定する。
【００２９】
　別な実施例では、図６で示すように、実施例のコネクタ１００はプッシュイン端子４０
０を有する。実施例のプッシュイン端子４００は、供給部、例えば電力源から低電圧ＤＣ
（または他の適した信号）を搬送するワイヤー４０２を受領する。ワイヤー４０２は電気
または他の信号をコネクタ１００の導電体１０２に伝達することができる。その後、導電
体１０２は電気または他の信号をキュービクルウォールオフィス家具部分１０４に取り付
けられたコンダクティブバス３０２に伝達する。
【００３０】
　前述したように、電力源は低電圧ＤＣ（または他の適した信号）をコンダクティブバス
に提供できる。実施例によっては、電力源は、例えば低電力使用スタンバイモードおよび
全電力使用モードまで複数モードの機能を有することができる。複数モードの機能間で切
換え可能な電力源を有することで、さらに効率的なエネルギー利用が達成できる。当該分
野の通常レベル技術者であれば、電力源または電力供給部はここで言及したものだけでな
く、他のモードの機能も有することができることを理解するであろう。
【００３１】
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　本発明の一部の実施例では、電力源はビル管理システム（ＢＭＳ）と通信できる。ＢＭ
Ｓは多数の形態のビルのエネルギー使用インフラを管理できる。例えば、ＢＭＳは、ビル
全体で電力が様々な電圧出力経路に、どこで、および、いつ供給されるか（あるいはされ
ないか）を管理できる。特に、ＢＭＳは電力が次の例の電圧出力経路、すなわち、ビルの
照明システム、コンセント、ＨＶＡＣシステム、等々にいつ送り込まれるかを管理できる
。実施例によっては、電力源はゲートウェイを介してＢＭＳと通信できる。その結果、Ｂ
ＭＳは任意のビルの様々な電圧出力経路の電力状態を切り替える（例：電力オン・オフ）
ことができる。
【００３２】
　電気バス、例えば、図７で示すバス４３０またはバス４３２への電力の流れの制御（例
：スイッチオン／オフ、増加／減少、等々）を管理する１つの方法はセンサー４３４を利
用することである。活性化されると、センサー４３４は、例えばスイッチ４３８のごとき
機構に、バス４３０、４３２のごとき１以上の電気バスに対してパワーオンまたはパワー
オフの切換えを実行させる電力供給部５４６、電力源、及び／又は他の機器にフィードバ
ックを提供できる。実施例のスイッチ４３８は実施例によってはワイヤースプリッター（
wire splitter:電線分配器）内に設置できる。１実施例では、センサー４３４はスイッチ
４３８と直接的に通信でき、これは、電力源４３６とバス４３０、４３２の間に配置でき
る。電気バス４３０、４３２のそれぞれは、１以上の機器４４０Ａから４４０Ｅ、４４２
Ａから４４２Ｅにそれぞれ接続でき、エネルギー付与されると、バス４３０、４３２のそ
れぞれから負荷を引き出す。さらに、センサー４３４は任意の種類のセンサーでよく、例
えば、動作が一時的に検出されないときに、電気バス４３０と４３２の一方に供給される
電力をカットするモーション感知センサーでよい。当該分野の通常レベルの技術者であれ
ば、他のタイプのセンサーであっても同様に使用できることを理解しよう。実施例によっ
ては、センサー４３４は電力供給部４３６内に組み込みが可能である。他の実施例では、
センサー４３４は電力供給部４３６から離れて位置できる。センサーは、有線または無線
によって、適した通信プロトコルを介して電力供給部４３６及び／又はスイッチ４３８と
通信できる。
【００３３】
　本発明は図７で示される実施例以外の多種多様な形態も含んでいる。例えば、そのよう
な実施形態の別例は図８に示されている。従って、実施例のスイッチ４３８および実施例
のセンサー４３４は、電力源４３６から電気バス４４６に電力を供給するコネクタ４４４
に含まれる。エネルギーが供給されると、バス４４６は複数の機器４４８Ａから４４８Ｅ
に負荷を提供するであろう。さらに別例では、電力供給部はセンサー及び／又はスイッチ
を含むことができる。
【００３４】
　いずれにしろ、別実施例では、実施例のコネクタ１００は図９で示すように相互結合端
子５００を有する。この場合、ワイヤー４０２は供給源、例えば電力源からコネクタ５０
２に低電圧ＤＣ（または他の適した信号）を伝達できる。コネクタ５０２は低電圧ＤＣま
たは他の適した信号を相互結合端子５００に伝達することができる。その後、相互結合端
子５００は低電圧ＤＣまたは他の適した信号を導電体１０２に伝達できる。導電体１０２
は低電圧ＤＣまたは他の適した信号をキュービクルウォールオフィス家具部分１０４に取
り付けられたコンダクティブバス３０２に伝達できる。別実施形態では、相互結合端子５
００は導電体１０２を有しておらず、コネクタ５０２はコンダクティブバス３０２に直接
的に接続できる。換言すると、相互結合端子５００は筐体だけを含み、コネクタ５０２が
相互結合端子５００に挿入されたとき、コンダクティブバス３０２に直接的に接触する。
【００３５】
　スロット式コンダクティブバスシステムの形態のごときコンダクティブバスシステムの
ための他の物理的な形態もまた本発明の範囲内である。例えば、図１０は垂直スロット式
コンダクティブバスシステム６００を図示する。この実施例では、コンダクティブバス３
０２は垂直に取り付けられたスロットシステム６０２に取り付けられている。コネクタ６
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０４は、垂直に取り付けられたスロットシステム６０２の非導電性突出タブ６０８に係合
するフック部６０６を有しており、コネクタ６０４の導電体６１０は垂直に取り付けられ
たスロットシステム６０２に取り付けられたコンダクティブバス３０２に接触する。よっ
て、コネクタ６０４は、オフィースワークスペースの他の領域に位置する追加のバス、ま
たは自身で電気を引き入れる機器、例えば、照明器具、無線充電ステーション、通常の１
２０Ｖ電気コンセント、モニター、無線センサー、等々のごときに低電圧ＤＣ（または他
の適した信号）を伝送することができる。他の形態、例えば水平スロット状コンダクティ
ブバスシステムの形態、等々も同様に本発明の範囲内である。
【００３６】
　一方、図１１はデスクトップ面７０２に沿って位置する水平取り付けコンダクティブバ
スシステム７００の１実施例を図示する。コネクタ７０４はデスクトップ面７０２に沿っ
た任意の場所に取り付けることができ、低電圧ＤＣ（または他の適した信号）がコンダク
ティブバス３０２からコネクタ７０４を介して機器７０６、例えば無線充電ステーション
に伝送される。無線充電ステーション以外の機器、例えば、電灯、通常の１２０Ｖ電気コ
ンセント、モニター、無線センサー、ＵＳＢコネクタ、等々も本発明の範囲内に属するこ
とが想定されている。さらに、当該分野の通常レベル技術者であれば、場合によっては、
コネクタ７０４は機器７０６に一体的に接続されており、バスシステムへの機器７０６の
機械的または電気的な取り付けは１回の動作で達成できる。バスシステム７００と共にデ
スクトップ面７０２は、オフィースワークスペース利用者のオフィースワークスペース需
要に最も即した特定の高さにまで上昇あるいは下降させることが可能である。
【００３７】
　他の実施例の水平電気バスは１以上の水平経路を採用できる。水平経路は水平電気バス
と協調して機器を機械的にオフィース調度品に取り付けさせ、電気的に電気バスに取り付
けさせる。一部の実施例では、水平電気バスと水平経路の幾何形状は、１回の動作で、機
器をオフィース調度品に機械的に取り付けさせ、水平電気バスに電気的に取り付けさせる
ものである。すなわち、１回以上の動作であろうとなかろうと、任意の適した水平電気バ
スと、機器を機械的にオフィース調度品に取り付け、水平電気バスに電気的に取り付ける
水平経路の幾何形状は本発明の範囲内である。実施例によっては、水平電気バスと水平経
路の幾何形状は、機器を限定された数の位置で水平電気バスに取り付ける形状であろう。
他の実施例は機器を水平電気バスに非限定数の位置で取り付けさせるであろう。この実施
例は水平なものとして説明されているが、当該分野の通常レベル技術者であれば、電気バ
スと経路のための任意の適した構成（例：垂直、対角、埋め込み、部分的露出、等々）が
利用可能であることを理解しよう。
【００３８】
　別実施例のコンダクティブバスシステムは、１以上の電気バスを収容するための一連の
水平スロットを有したスロットウォールを組み入れることができる。それぞれの電気バス
は、特定機器のために複数の垂直設置オプションを提供するための特定の水平スロット内
に配置できる。例えば、電気バスは、コンピュータモニター（または他の適した機器）を
収容するために眼の高さに位置する水平スロット内に挿入できる。さらに別な実施例とし
て、スペースヒータ（または他の適した機器）を収容するために電気バスは足の高さに位
置する水平スロットに挿入できる。
【００３９】
　スロットウォールを採用するさらに別な実施例のコンダクティブバスシステムは異なる
極性を有した電気バスを収容できる。例えば、異なる極性を有する２つの電気バスは隣接
する水平スロット内で整合できる。それぞれのそのような水平スロットは異なるスロット
幅を有して、電気バスの適正な極性と、それに取り付けられた機器の適正な運用を保証す
ることができる。あるいは、それら２つの電気バス（異なる極性を有する）は、それら２
つの電気バスに取り付けられた任意の機器の適正な極性と運用を保証する方向性で同じ水
平スロット内に挿入できる。さらに別な実施例では、コンダクティブバスシステムは、当
該分野の通常レベル技術者に知られているように、機器の極性を正すように電気機器を組
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み入れることができる。
【００４０】
　図１２は、コンダクティブバス３０２が、ワイヤーレースウェイとして機能する非導電
キャリア８０２に取り付けられている別実施例のコンダクティブバスシステム８００を図
示する。非導電キャリア８０２は、非導電キャリア８０２の溝部８０４を通過する１以上
のワイヤーまたはケーブルを保護及び／又は遮蔽する溝部８０４を有する。当該分野の通
常レベル技術者であれば、ワイヤーまたはケーブルを保護及び／又は遮蔽する異なる非導
電キャリア８０２および溝部８０４の幾何形状が本発明の精神の範囲内であることを理解
しよう。非導電キャリア８０２は、例えば、非導電キャリア８０２の上面８０８に位置す
る１以上の穴部８０６に挿入されるネジ等の任意の適した取り付け手段を介して、オフィ
ス家具部分１０４に取り付けが可能である。当該分野の通常レベル技術者であれば、非導
電キャリア８０２は、磁石、接着剤、フック・ループ式固定具、ボルト、ハンダ、等々を
使用してオフィス家具部分１０４に取り付けが可能であることを理解しよう。
【００４１】
　図１３、図１４および図１５は、コンダクティブバスがオフィス家具部分１０４に取り
付けられている幾つかの可能な追加的方法を図示する。例えば、図１３では、コンダクテ
ィブバス９００はデスクトップ型オフィス家具部分９０４の下側に接着帯体９０６を介し
て取り付けられている。図１４で図示する別実施例では、コンダクティブバス１０００は
磁石１００６を介してキャビネット型オフィス家具部分１００４の側部１００２に固定さ
れている。図１５で図示する実施例では、コンダクティブバス１１００は、デスクトップ
型オフィス家具部分１１０６のデスクトップエッジ１１０４に固定されたバンディング（
banding:結合部）１１０２内に組み入れられている。これらの実施例のバス取り付け技術
その他は、上述のごとく設計および製造されている標準型オフィス家具部分に適用できる
。
【００４２】
　図１６と図１７は、コンダクティブバスがオフィス家具部分１０４に取り付けられるさ
らに別な方法を図示する。例えば、図１６では、コンダクティブバス１１５０は、コンダ
クティブバス１１５０の１以上の穴部１１５８と、デスクトップ型オフィス家具部分１１
５４の下側１１５２に１以上のネジ１１５６を挿入することで、デスクトップ型オフィス
家具部分１１５４の下側１１５２に取り付けられている。別実施例として、図１７は、コ
ンダクティブバス１１８０の１以上の穴部１１８８と、キャビネット型オフィス家具部分
１１８４の下側１１８２に１以上のネジを挿入することでキャビネット型オフィス家具部
分１１８４の下側１１８２に取り付け可能であるコンダクティブバス１１８０を図示する
。
【００４３】
　当該分野の通常レベル技術者であれば、本発明の範囲から逸脱せずに、コンダクティブ
バスをオフィス家具部分１０４に取り付ける別方法が存在することを理解しよう。同様に
、当該分野の通常レベル技術者であれば、オフィス家具部分１０４が、オフィス家具部分
１０４が配置されているオフィースワークスペースの利用者の需要を満たす限り、コンダ
クティブバスが任意の種類のオフィス家具部分１０４の任意の位置に取り付けられること
を理解しよう。
【００４４】
　例示として、図１８で示すように、単一のコンダクティブバス１２３０はデスク型オフ
ィス家具部分１２３４の上面１２３２内に直接的に取り入れられている。デスク型オフィ
ス家具部分１２３４は、低電圧ＤＣが単一のコンダクティブバス１２３０を通過して流れ
るのに必要な帰線（接地）回路１２３６として運用される。デスク型オフィス家具部分２
１３２は、電気が単一のコンダクティブバス１２３０からデスク型オフィス家具部分１２
３２を通過して流れるように、充分に導電性の材料から製造されなければならない。実施
例の単一コンダクティブバス１２３０は、デスク型オフィス家具部分１２３２の他の部分
、例えば、デスクレッグまたはデスクエッジに、あるいは、例えば、キャビネット、本棚
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、戸棚、等々の他のタイプのオフィース調度品部分に組み入れることができる。
【００４５】
　図１９は、電気バス１２８２と通信バス１２８４の両方を有する１実施例のバスシステ
ム１２８０を図示する。通信バス１２８４は、通信、ネットワーク、ＰＳＴＮ、ＶＯＩＰ
、インターネット、イーサネット（登録商標）、電話、シリアル、ＵＳＢ、あるいは当該
分野で知られた任意の他のタイプの通信バスを含むことができる。制御機器１２８６が電
気バス１２８２と通信バス１２８４にバスシステム１２８０の第１領域１２８８で取り付
けられている。周辺機器１２９０が電気バス１２８２と通信バス１２８４にバスシステム
１２８０の第２領域１２９２で取り付けられている。電気バス１２８２と通信バス１２８
４は、周辺機器１２９０が制御機器１２８６から離れた位置にあったとしても、制御機器
１２８６、例えばコンピュータに周辺機器１２９０、例えばコンピュータモニターと通信
させる。
【００４６】
　図２０は加工された断面形状１３５２を備えたバスシステム１３５０を図示する。加工
された断面形状１３５２は、加工された断面形状１３５２を通過して流れる低電圧ＤＣ（
または他の適した信号）内に入るのに必要な負荷コネクタの幾何形状と両立できる任意の
幾何形状でもよく、例えば方形断面が含まれる。
【００４７】
　特定の断面を有したバスシステムには多くの利便性が存在するが、同様に、特定の材料
で形成されるバスシステムの多くの利便性が存在する。例えば図２１は、鉄系金属ワイヤ
ー１４０８を含んだ４つの実施例のバスシステム１４００、１４０２、１４０４、１４０
６を図示する。実施例によっては、鉄系金属ワイヤー１４０８ーは、バスシステム１４０
０、１４０２、１４０４、１４０６の１つに磁気的に取り付けられる機器を提供する。従
って、そのような実施例では、機器は１回の動作で電気的および機械的にバスシステム１
４００、１４０２、１４０４、１４０６に結合できる。さらに別の実施例では、機器は重
力のみによってバスシステムに固定できる。
【００４８】
　さらに、図２２は１実施例のオフィース調度品電力供給部１５００を図示する。実施例
によっては、オフィース調度品電力供給部１５００は、低電圧ＤＣ電力を充電可能なバッ
テリーを利用する多数の製品、例えば、オフィース環境に一般的に存在するラップトップ
、携帯電話、スマートフォン、等々に提供する変圧“ブリック”を交換、及び／又は補完
する。明細書を通して説明しているように、電気コンセントからのＡＣ電圧を、そのよう
な機器に供給されるＤＣ電圧に変換するこれら変圧“ブリック”は変換プロセス中にしば
しばエネルギーを無駄にする。実施例のオフィース調度品電力供給部１５００は無駄にさ
れるエネルギー量を減少させる。実施例のオフィース調度品電力供給部１５００は、本発
明の任意の実施例のコンダクティブバスシステムに電力を供給する。
【００４９】
　例えば、実施例のオフィース調度品電力供給部１５００は１以上のセンサー１５０２と
通信することで電力消費を減少させる。実施例のオフィース調度品電力供給部１５００は
１以上のセンサー１５０２と無線あるいは他の適した通信プロトコルを介して通信する。
特に１実施例では、その１以上のセンサー１５０２は、晴れた日中、等々にはオフィース
の照明を低減または切断するため、オフィース調度品電力供給部１５００への周囲光の強
度に関する情報を通信する光センサーである。さらに別な実施例では、その１以上のセン
サー１５０２は、その１以上のセンサー１５０２が、例えば従業員の昼休み時、夜間、等
々に利用者の存在を検出しないときに、電気バスへのエネルギー供給を絶つために、手前
側の環境における利用者の不存在をオフィース調度品電力供給部１５００に通信するモー
ション感知センサー及び／又は他の適したセンサーでよい。さらに別な実施例では、その
１以上のセンサー１５０２は、情報をオフィース調度品電力供給部１５００に通信する任
意の適した種類のセンサーでよい。
【００５０】
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　実施例のオフィース調度品電力供給部１５００は１以上の入力部１５０８を介して電力
を受領する。その１以上の入力部１５０８はＡＣ電力、ＤＣ電力、あるいは両方を所望に
応じて受領することができる。単なる例示であるが、その１以上の入力部１５０８は１２
０ＶのＡＣ電力、２３０ＶのＡＣ電力、及び／又は３８０ＶのＤＣ電力を受領する。
【００５１】
　実施例のオフィース調度品電力供給部１５００は、ビル管理システム及び／又は他のオ
フィース調度品電力供給部と通信するためにゲートウェイ１５１０も含む。特に、実施例
のゲートウェイ１５１０はオフィース調度品電力供給部１５００に、任意の適した通信プ
ロトコル、例えば、有線、無線、等々によってビル管理システム及び／又は他のオフィー
ス調度品電力供給部と通信させる。ＢＭＳ、ＰＣまたは他の機器と有線通信をさせるため
、実施例のオフィース調度品電力供給部１５００はデータポート１５１２を含むことがで
きる。本発明はさらに、ビル管理システムと通信するため、ゲートウェイが任意の他の適
した通信プロトコルを利用することを想定する。当該分野の通常レベル技術者であれば、
ビル管理システムは全体的なビル電力消費設定を管理することができることを理解しよう
。
【００５２】
　オフィース調度品電力供給部１５００にローカルな制御を提供するため、実施例のオフ
ィース調度品電力供給部１５００は機器１５０４、例えば、パソコン、スマートフォン、
タブレット、コントローラ、等々と通信する。機器１５０４は、オフィース調度品電力供
給部１５００に対して通信、管理及び／又はインストラクションを提供できる任意の適し
た機器でよい。理解されようが、オフィース調度品電力供給部１５００は機器１５０４と
無線、または任意の他の適した通信プロトコルを介して通信できる。
【００５３】
　予期せぬ電力損失を防止するため、実施例のオフィース調度品電力供給部１５００はバ
ッテリーバックアップ１５０６を含む。図示の実施例では、バッテリーバックアップ１５
０６は２４ＶのＤＣ電力を提供し、オフィース調度品電力供給部１５００に一体化されて
いる。あるいは、バッテリーバックアップ１５０６は、オフィース調度品電力供給部１５
００に一体化されていない周辺機器でよい。
【００５４】
　多様なオフィーススペース環境の電力需要を満たすため、オフィース調度品電力供給部
１５００は、非制御出力部１５１４と制御出力部１５１６の両方を含む。非制御出力部１
５１４は電力が決して切断されない機器に電力を供給するために使用でき、制御出力部１
５１６はエネルギー使用需要がさほど一定しない機器に電力供給するのに適している。非
制御出力部１５１４と制御出力部１５１６はＡＣ電力及び／又はＤＣ電力を所望に応じて
出力する。
【００５５】
　例えばコンダクティブバス等の機器に対する電力損失を防止するため、オフィース調度
品電力供給部１５００は手動オーバーライドスイッチ１５１８を含む。例えば前述したよ
うに、オフィース調度品電力供給部１５００は、ピーク使用時などの毎日の一定時間にコ
ンダクティブバスへの電力をカットできる。しかし、もし従業員がこの時間後に仕事を継
続する等で電力を必要とするなら、勤務時間後、ピーク利用時、等々に、コンダクティブ
バスと、コンダクティブバスに取り付けられた機器の継続使用を可能にするため、手動の
オーバーライドスイッチ１５１８を使用して手動でオフィース調度品電力供給部１５００
をオーバーライドすることができる。
【００５６】
　低電圧ＤＣ電流が設定された安全レベルを超える場合に備えて、例えば、第２種電流（
アンペア）安全条件を超える場合に備えて、実施例のオフィース調度品電力供給部１５０
０は、オフィース調度品電力供給部１５００からの電力をカットするリセットスイッチ１
５２０を含む。例えば、過剰な物品が同時的に単一のコンダクティブバスから電力を引き
出しているなら、リセットスイッチ１５２０はオフィース調度品電力供給部１５００から
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の電力をカットできる。加えて、リセットスイッチ１５２０が、他の(安全に関わる)理由
で、オフィース調度品電力供給部１５００からの電力をカットすることも想定内である。
【００５７】
　オフィース調度品電力供給部１５００は、安全その他の理由で電力を制限またはカット
する機能を有しているとして開示されているが、本発明は、図２３で示すように、過電圧
及び／又は過電流が関与する状態に対抗して保護するための機構１５５４を含んだ実施例
のコネクタ１５５０、１５５２も想定する。この機構１５５４はオフィース調度品電力供
給部１５００の機能性に加えて、あるいは代替で提供される。過電流及び／又は過電圧に
対抗して保護する機構１５５４は、実施例によってはヒューズと同様に作用するが、当該
分野の通常レベル技術者であれば、この機能を実行する複数の方法が存在することは理解
しよう。もし誰かが不適切な電源に接続したような場合等、機構１５５４はいくつかの状
況に応じて、例えば、装置及び／又は個人に対するダメージまたは損傷を防止する等によ
り保護する。実施例によっては、コネクタ１５５０は、過電流及び／又は過電圧に対抗し
て保護するため、機構１５５４に加えてセンサースイッチ１５５６を含む。センサースイ
ッチ１５５６は実施例によっては、負荷を必要とする機器１５６０Ａから１５６０Ｅを支
持するバス１５５８に伝達される電力に関して、別コントローラとして機能するセンサー
（例：電力供給部１５００、スプリッタ４３８、機構１５５４、等々に加えて）と関係す
る。しかし他の実施例では、コネクタ１５５２は、過電圧と過電流に対する保護のために
機構１５５４に加えてセンサースイッチを含まない。よって、電力供給部１５００、スプ
リッタ（splitter:分配器）４３８、及び／又は機構１５５４は、負荷を必要とする機器
１５６４Ａから１５６４Ｅを支持するバス１５６２に供給される電力を制御するように機
能する。
【００５８】
　図２４は一連のオフィーススペース１６００を図示する。一連のオフィーススペース１
６００を含んだオフィーススペース１６００Ａから１６００Ｄは、それぞれオフィース調
度品電力供給部１６０２を組み入れる。オフィース調度品電力供給部１６０２は有線接続
及び／又は無線接続を介して互いに通信する。前述したように、ビル管理システム１６０
４及び／又は他のオフィース調度品電力供給部１６００Ａから１６００Ｃと通信するため
、オフィース調度品電力供給部１６０２Ｄの少なくとも１つはゲートウェイを含む。
【００５９】
　図２５は、オフィース調度品電力供給部１５００のごときオフィース調度品電力供給部
１６５２を組み入れたオフィーススペース環境１６５０を図示する。この実施例では、オ
フィース調度品電力供給部１６５２はパソコン１６５４、コンダクティブバス１６５６及
び／又は他の機器に所望に応じて電力を供給する。オフィース調度品電力供給部１６５２
は１以上のワイヤー１６５８を介して機器に電力を供給でき、例えば、コネクタ１６６０
を介してコンダクティブバス１６５６に電力を供給できる。コネクタ１６６０は、活性化
されるとコンダクティブバス１６５６へのエネルギーをカットさせるセンサーを有するこ
とができる。このセンサーは任意の適したタイプのセンサーでよく、例えばモニターセン
サーでよい。この実施例のオフィーススペース環境１６５０はタスク（仕事用）照明具１
６６２をも含む。タスク照明具１６６２は、オフィーススペース環境１６５０で周囲光に
基づいてその照明出力を調節するために、タスク照明具１６６２と通信する昼光センサー
１６６４を組み入れている。
【００６０】
　実施例のオフィーススペース環境１６５０は、独立したコンダクティブバス１６６８に
接続され、そこから電力を引き出す無線式利用者検出センサー１６６６も含んでいる。無
線式利用者検出センサーは、コンダクティブバス１６５６への電力出力を制御するために
オフィース調度品電力供給部１６５２と通信できる。このようにして、無線式利用者検出
センサー１６６６によって全く動作が検出されなければ、オフィース調度品電力供給部１
６５２はコンダクティブバス１６５６に電力を供給せず、オフィーススペース環境１６５
０での電力消費を減少させる。
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【００６１】
　図２６から図３３は、ここで開示されている実施例のコンダクティブバス等のコンダク
ティブバスに電気的および機械的に結合されている様々な実施例の機器を図示する。図２
６Ａから図２６Ｃには、多数の実施例のエッジ電照器具１７００、１７０２、１７０４が
図示されている。斜視図は図２６Ａで図示されており、斜視正面図は図２６Ｂで図示され
ており、概略側面図は図２６Ｃで図示されている。エッジ電照器具１７００、１７０２、
１７０４のそれぞれはコンダクティブバス１７０６に機械的および電気的に、前述のごと
く１回の動作で結合されるように図示されている。実施例によっては、エッジ電照器具１
７００、１７０２、１７０４のためのコンダクティブバス１７０６近辺の光源はＬＥＤで
ある。方形断面形状を有した、及び／又は実施例によっては透明な光ガイドは光源からの
光を方向変換させ、表面に向かって光を方向付ける光学手段に向けて光を方向付けること
ができる。
【００６２】
　１実施例では、例えばエッジ電照器具１７００は、光ガイド１７０８と、２つの対面す
る表面から光線１７１０を放射する光学手段（図示せず）とを含む。別実施例では、エッ
ジ電照器具１７０２は、光ガイド１７１２と、図２６Ｃで示す実施例では下方に向かう方
向に表面から光線１７１０を放射する光学手段（図示せず）とを含む。また別な実施例で
は、エッジ電照器具１７０４は光ガイド１７１４と、パネルのエッジから取り付け面に向
けて光線を放射する光学手段（図示せず）とを含む。１実施例では、光ガイド１７１４は
１３５°から略１８０°の間で曲げられ、光線を光ガイドのエッジまたは側面から外出さ
せる。あるいは光ガイドは、光源からの光線を受領し、その光線を取り付け面に向けるよ
うに形状化された反射器でよい。それぞれの実施例において、コンダクティブバス１７０
６は、例えばオフィース調度品に取り付けられた基部１７１６によって支持できる。
【００６３】
　図２７Ａから図２７Ｃは、光ガイド型パネル１７５２、反射フード１７５４、帯状ＬＥ
Ｄ印刷回路板（ＰＣＢ）１７５６、および、エッジ電照パーティション１７５０をコンダ
クティブバス１７６０に結合するための少なくとも１つのコネクタ１７５８を有したエッ
ジ電照パーティション１７５０の形態の別実施例機器を図示する。図２７Ｂに示すように
、反射フード１７５４は光ガイド型パネル１７５２の上部から放射された光線１７１０を
下方に反射する。
【００６４】
　図２８Ａから図２８Ｄは、本発明の実施例のコンダクティブバスと共に使用できる、さ
らに別の実施例の機器、具体的には床ランプ１８００の様々な斜視図を提供する。１実施
例では、実施例の床ランプ１８００は基部１８０２、電力入力部１８０４、光ガイドパネ
ル及び／又は支持部１８０６、および反射フード１８０８を含む。１実施例では、実施例
の床ランプ１８００は、電気的に電力入力部１８０４に結合された帯状ＬＥＤであるＰＣ
Ｂ１８１０を含むことができる。電力入力部１８０４は選択的または永久的に電力供給部
に結合できる。
【００６５】
　図２９Ａから図２９Ｃで図示するさらに別な実施例では、別実施例の床ランプ１８５０
が本発明のコンダクティブバスと共に使用できる。実施例の床ランプ１８５０は一般的に
支持部または光ガイド１８５２、基部１８５４、反射フード１８５６、および光源１８５
８を含んでいる。場合によっては、光ガイド１８５２は光線を放射でき、場合によっては
、光ガイド１８５２は支持部を通して光線を反射フード１８５６に伝送する。実施例によ
っては、反射フード１８５６は光線の一部を上方に放射するが、光線の大部分が下方に反
射する。
【００６６】
　図３０Ａから図３０Ｃは、光ガイド型パネル１９０２、基部１９０４、反射フード１９
０６、電力入力部１９０８および帯状ＬＥＤのＰＣＢ１９１０を有した実施例のデスクト
ップ型タスク照明器具１９００の形態の別実施例の機器を図示する。１実施例では、反射
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略９０°曲げられ、一体的に形成されたプリズム型反射要素を含み、デスクまたは他の表
面に向けて下方に方向付けることに加えて、光線を反射フード１９０６および光ガイドパ
ネル１９０２の側部に向けて方向付ける。
【００６７】
　図３１Ａと図３１Ｂでは、矩形光ガイド１９５２、帯状ＬＥＤのＰＣＢ光源１９５４、
および、コンダクティブバス１９５８に電気的および機械的に結合された２つのコネクタ
１９５６を含んだ実施例の照明器具１９５０が図示されている。図示のごとく、光線１７
１０は矩形光ガイド１９５２、および矩形光ガイド１９５２の方向に配置された、あるい
はその上部に配置された反射フード１９６０から放射される。矩形光ガイド１９５２は、
例えば、ホワイトボード、光源、アクセント照明具およびプライバシースクリーンのごと
き複数の役割を果たすことができる。
【００６８】
　さらに別な実施例の照明器具２０００が図３２Ａから図３２Ｃに図示されている。この
実施例では、実施例の照明器具２０００はＬＥＤを利用しており、選択的にバス帯体２０
０２に取り付けることができる。このような形態が有利であろう１つの純粋に例である位
置はキャビネットの下側である。バス帯体２００２は、電力バス２００６に加えて、バス
帯体２００２の裏面に取り付けられた鉄系金属帯２００４を含むことができる。同様に照
明器具２０００は磁石要素を含み、照明器具２０００を磁力によって、キャビネット、テ
ーブルまたは他のオフィース調度品の下側に取り付け可能なバス帯体２００２に取り付け
が可能である。
【００６９】
　さらに、図３３Ａから図３３Ｃは実施例の照明器具２０００に類似した別実施例の照明
器具２０２０を図示する。磁性の照明器具基部２０２４を有することができる図３３Ａか
ら図３３Ｃの実施例の照明器具２０２０は、テーブル、キャビネット、等々の下側でバス
帯体２０２２に取り付けられる。実施例のバス帯体２０２２は、磁力による取り付けのた
めに鉄系金属ワイヤー２０２６を含み、さらに電力バス２０２８を含む。バス帯体２０２
２とバス帯体２００２の１つの相違は、バス帯体２０２２は磁化したワイヤー、具体的に
は鉄系金属ワイヤー２０２６を使用し、実施例の照明器具２０２０との磁気引力を提供す
るが、バス帯体２００２は鉄系金属帯体２００４を使用して磁気引力を提供することであ
る。当該分野の通常レベル技術者であれば、磁性要素を活用するいくつかの形態が可能で
あることを理解しよう。
【００７０】
　図３４は、オフィース調度品電力源１５００のごときオフィース調度品電力源２１０２
を組み入れたオフィーススペース環境を図示する。この実施例では、オフィース調度品電
力源２１０２はオフィス家具部分２１０６の窪部２１０４内に収容されている。実施例に
よっては、窪部２１０４は、オフィース調度品電力源２１０２を通過して空気を対流させ
るダクト２１０８を有する。さらに別な実施例では、オフィース調度品電力源はオフィス
家具部分の金属フレームに直接的に取り付け可能であり、フレームは伝導冷却を提供でき
る。さらに別な実施例では、電力源は、機器に作動させるのに使用される電力の供給に加
えてバッテリーのバックアップ充電もでき、短時間の停電の場合に機器の継続使用を可能
にする。
【００７１】
　以上、いくつかの実施例の方法および装置が説明されているが、この発明の範囲はそれ
らに限定されない。それどころか、この発明は、請求の範囲に文言通り属するか、均等論
により属する全ての方法、装置および製品を含むものである。



(22) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(23) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(24) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(25) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(26) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】



(27) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】



(28) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図２６Ａ】 【図２６Ｂ】

【図２６Ｃ】 【図２７Ａ】



(29) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図２７Ｂ】 【図２７Ｃ】

【図２８Ａ】

【図２８Ｂ】 【図２８Ｃ】



(30) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図２８Ｄ】 【図２９Ａ】

【図２９Ｂ】

【図２９Ｃ】 【図３０Ａ】



(31) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図３０Ｂ】 【図３０Ｃ】

【図３１Ａ】 【図３１Ｂ】

【図３２Ａ】



(32) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図３２Ｂ】 【図３２Ｃ】

【図３３Ａ】 【図３３Ｂ】



(33) JP 2016-506218 A 2016.2.25

【図３３Ｃ】 【図３４】



(34) JP 2016-506218 A 2016.2.25

10

20

30

40

【国際調査報告】



(35) JP 2016-506218 A 2016.2.25

10

20

30

40



(36) JP 2016-506218 A 2016.2.25

10

20

30

40



(37) JP 2016-506218 A 2016.2.25

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  61/768,907
(32)優先日　　　　  平成25年2月25日(2013.2.25)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  14/030,768
(32)優先日　　　　  平成25年9月18日(2013.9.18)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,
UG,US,UZ

(72)発明者  スウェッドバーグ，ベンジャミン，ディー．
            アメリカ合衆国　イリノイ州　６０１７８，シカモア，１０１　ターナー　プレイス
Ｆターム(参考) 3K014 AA01  GA03 
　　　　 　　  5G065 PA04 
　　　　 　　  5G363 AA08  AA15  DB06  DB09 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

